
 

 

 

 

 

 

 

 

株式交換に係る事前開示書類 

 

 

 （会社法794条第１項及び会社法施行規則第193条に定める書面） 
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ＳＲＳホールディングス株式会社 

 

 

 

 



令和元年12月26日 

 

株式交換に係る事前開示事項 

 

大阪市中央区安土町二丁目３番13号 

大阪国際ビルディング30階 

ＳＲＳホールディングス株式会社 

代表取締役執行役員社長 重里 政彦 

 

 

 当社は、令和元年12月26日付で株式会社家族亭（以下、「家族亭」といいます。）との間で締結した株式交換

契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）に基づき、令和２年２月１日を効力発生日として、当社を株式交

換完全親会社、家族亭を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことと

いたしました。 

本株式交換に関する会社法第794条第１項及び会社法施行規則第193条に定める当社の事前開示事項は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１． 株式交換契約の内容（会社法第794条第１項） 

 

 別紙１のとおりです。 

 

２． 会社法第768条第１項２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法794条第

１項、会社法施行規則第193条第１号） 

 

   別紙２のとおりです。 

 

３． 会社法第768条１項４号及び第５号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法794条第１

項、会社法施行規則第193条第２号） 

 

該当事項はありません。 

 

４． 株式交換完全子会社についての次に掲げる事項（会社法第794条第１項、会社法施行規則第193条第３号） 

 

（１） 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙３のとおりです。 

 

（２） 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

 

 

 



（３） 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要

な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

５． 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況

に重要な影響を与える事象の内容（会社法第794条第１項、会社法施行規則第193条第１号） 

 

 該当事項はありません。 

 

６． 株式交換が効力を生ずる日以降における当社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法第 794 条第１項、

会社法施行規則第193条第５号） 

 

 本株式交換は会社法第799条第１項の規定の適用を受けないため、該当事項はありません。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 本株式交換契約の内容 

 

次ページ以降をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











別紙２ 会社法第768条第１項２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 

 

当社は、本株式交換に際して、会社法第768条第１項第２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性

に関して、次のように判断しております。 

 

 １．本株式交換に係る割当ての内容 

     当社 

（株式交換完全親会社） 

家族亭 

（株式交換完全子会社） 

株式交換に係る割当ての内容 1 0.2219 

株式交換により交付する株式数 ＳＲＳホールディングス㈱の普通株式：1,560,144株（予定） 

（注１） 株式の割当比率 

本株式交換においては家族亭の普通株式１株に対して、当社の普通株式0.2219株を割当て交付いたし

ます。なお、上記の本株式交換に係る割当比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合

には、当事会社間で協議の上、変更することがあります。   

（注２）本株式交換により交付する株式数 

当社は、本株式交換に際して、当社普通株式1,560,144株を割当て交付する予定です。なお、当社は

かかる交付に当たり、新たに発行する普通株式を使用する予定です。 

（注３）単元未満株式の取扱い 

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（100株未満の株式）を保有することとなる家族亭の株主に

おいては、係る単元未満株式を金融商品取引市場において売却することはできませんが、本株式交換の

効力発生日以降、当社の単元未満株式に関する以下の制度を利用することができます。  

① 単元未満株式の買取制度（単元未満株式の売却） 

  会社法第192条第１項の規定に基づき、単元未満株主が当社に対し、保有されている単元未満株式の 

買取りを請求することができます。 

② 単元未満株式の買取制度（１単元への買増し） 

  会社法第194条第１項の規定及び当社の定款の規定に基づき、当社が買増しの請求に係る数の自己 

株式を有していない場合を除き、保有する単元未満株式の数と合わせて１単元株式数（100株）となる 

数の株式を当社から買い増すことができます。 

（注４）１株に満たない端数の処理 

  本株式交換に伴い、当社の普通株式１株に満たない端数株の割当てを受けることとなる家族亭の株主 

に対しては、会社法第234条その他の関連法令の定めに基づき、その端数の合計数（その合計数に１に 

満たない端数ある場合は、これを切り捨てるものとします。）に相当する当社の普通株式を売却し、係る 

売却代金をその１株に満たない端数に応じて当該端数の交付を受けることとなる家族亭の株主にお支払 

いいたします。 

 

２．本株式交換に係る割当ての内容の根拠等 

 （１）割当ての内容の根拠及び理由 

    当社は、本株式交換の株式交換比率算定に当たり、公正性・妥当性を確保するため、ダフ・アンド・フ 

ェルプス株式会社（以下、「ダフ＆フェルプス」といいます。）を第三者機関として選定し、また、弁護士 

法人マーキュリー・ジェネラル（以下、「マーキュリー・ジェネラル」といいます。）を法務アドバイザー 

として選定いたしました。 

 当社は、ダフ＆フェルプスによる株式価値算定の結果を参考し、マーキュリー・ジェネラルからの助言、 



当社が家族亭に対して実施したデューデリジェンスの結果等を踏まえ、慎重に協議・検討した結果、本株 

式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断し、当社の取締役会において、家族亭との間 

で株式交換契約を締結することを決議いたしました。 

  

 （２）算定に関する事項 

   ① 算定機関の名称並びに各社との関係 

    ダフ＆フェルプスは、当社及び家族亭から独立した第三者機関であり、各社の関連当事者には該当せず、 

本株式交換において記載すべき重要な利害関係を有しておらず、公平性を担保できております。 

 

② 算定の概要 

当社の株式価値につきましては、当社が上場会社であることから市場株価平均法により算定を行いまし

た。市場株価平均法では、東京証券取引所における、令和元年６月８日（同日を含む。）から令和元年 11

月７日（同日を含む。）までの各取引日（但し、取引が行われなかった日を除く。）の当社の普通株式１株

当たりの終値の単純平均値（但し、小数点以下を四捨五入する。）を採用いたしました。算定基準日を令和

元年11月７日としたのは、以降、当社の株価に大きな変動は生じていないためであります。 

一方、家族亭の株式価値については、非上場会社であることを勘案し、ディスカウント・キャッシュ・

フロー法（以下、「ＤＣＦ法」といいます。）及び類似会社比準法を採用し、算定を行いました。ダフ＆フ

ェルプスは家族亭の株式価値の算定に際し、当社及び家族亭から提供された財務諸表、令和２年３月期か

ら令和７年３月期の利益計画等や一定の前提・仮定を基に算定しております。なお、ダフ＆フェルプスが

提出した家族亭の株式価値の算定結果は、本株式交換における株式交換比率の公正性について意見を表明

するものではありません。 

当社の１株当たりの株式価値を１とした場合の家族亭の評価レンジは下記のとおりとなります。 

採用手法 株式交換比率の算定結果 

ＤＣＦ法 0.171～0.242 

類似会社比準法 0.240～0.330 

家族亭の利益計画においては、経営陣により現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき、合理的に

作成されていることを前提としており、大幅な増減益は見込んでおりません。 

 

３．交換対価として当社の株式を選択した理由 

  当社株式は東京証券取引所において取引されており、本株式交換後において市場における取引機会が確保さ

れていることから、本株式交換の対価として当社の普通株式を選択することが適切であると判断いたしました。 

 

４．株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

  本株式交換により、増加すべき当社の資本金及び準備金の額は、次のとおりです。下記の資本金及び準備金

の額は、当社の財務状況、機動的な資本政策の遂行その他の諸事情を総合的に勘案した上で決定したものであ

り、相当であると判断いたしました。 

（１）増加する資本金の額    ０円 

（２）増加する資本準備金の額  法令の定めに従い増加することが必要とされる最低額 

（３）増加する利益準備金の額  ０円 

 

 

 



 別紙３ 株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類の内容 

 

 次ページ以降をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































以上


